
⑦尿検査の結果報告書について                  

Q1．尿検査の結果報告書に「個人を特定できない検体について」という書類が同封されて

いたが、どういう事か。 

A1.「個人を特定できない検体について」とは、貴施設から提出された尿検体の中に、検査

にあたり個人を特定出来ない検体があった場合、その旨をご報告するための書類です。 

検体提出用小袋・採尿容器共に氏名の記入がなかった検体は採尿者が特定されない 

ため、検査結果を報告出来ません。尿一次検査の場合、尿一次検査未提出者一覧表に

名前が表示されます。 

          

検査結果については、間違いの発生を避けるため結果帳票(尿一次検査結果表、尿二次

検査対象者一覧表、尿二次検査結果表)に記載しておりません。 

学校側で個人を特定出来ましたら、検査部 一般検査課 尿検査室までご連絡ください

(TEL：043-246-8658)。陽性がいた場合、その旨をご連絡の際に伝えていただけると  

幸いです。 

 

※尿一次検査が陽性の場合、尿二次検査の対象となります。名前シール等は発行   

出来ないため、検体提出用小袋や採尿容器に必要事項を直接記入し、尿二次検査の

検体回収日に提出してください。 

尿二次検査が陽性の場合、精密検査の対象となりますので、精検用紙を発行致し  

ます。 



Q2．尿検体を提出したが、尿一次検査未提出者一覧表に名前が記載されており、更に不能

理由として「尿なし・尿量不足・検体なし」と記載があった。理由を詳しく知りたい。 

A2．検査不能理由の意味を以下に示します。 

 

 

 

 

ご確認の上、次回の検体回収日に再提出してください。 

 

Q3．尿検体を提出したが、尿一次検査未提出者一覧表に名前が記載されており、尿なし・

尿量不足・検体なし等の理由で検査が出来なかった。改めて尿一次検査を受けたいが、

どうすれば良いか。 

A3. お手元にある未使用の採尿容器にペンで施設名や氏名等を記入した上で尿を採取し、

検体提出用小袋に再検査を希望する者に関する必要事項を直接記入して、検体回収日

（尿一次検査・尿二次検査どちらの回収日でも可）に提出してください。 

              

 

Q4．尿一次検査未提出者一覧表に、尿検体を提出した生徒または職員の名前が検査不能  

ではないのに記載されているが、なぜか。  

A4．次のような場合には、尿検体を提出したにも関わらず、尿一次検査未提出者一覧表に

名前が記載されます。 

 

○名前シールを紛失した受診者が検体提出用小袋に記入した氏名がインターネット等で

提出された名簿と異なる表記だった場合（異なる漢字による記入等）、同一人物が  

氏名の表記が異なる別人として検査システムに登録されるため、事前に提出された 

名簿に入力されている該当者が尿一次検査未提出者一覧表に記載されます。 

→検査部 一般検査課 尿検査室までご連絡ください(TEL：043-246-8658)。 

 ご連絡の前に検体提出用小袋にどの様に氏名等を記入したのか、提出者に確認して

いただけると幸いです。 

尿なし：採尿容器は提出されていたが、中に尿が入っていなかった 

尿量不足：提出された容器中の尿の量が少なく、検査する事が出来なかった 

検体なし：検体提出用小袋のみが提出され、採尿容器が入っていなかった 

 

必要尿量の目安： 

容器の肩まで 

入れてください。 

①施設名 ②学年 ③組 

④氏名 ⑤性別 を 

必ず記入してください。 

財団中学校 

財団太郎 



○検体提出用小袋・採尿容器共に氏名の記入がなかった場合、検体の提出者を特定出来

ない事から、尿一次検査未提出者一覧表に該当者が記載されます。更に、この場合は

「個人を特定できない検体について」という書類が尿検査結果報告書に同封されます。

→「個人を特定できない検体について」はQ1を参照してください。 

 

Q5．尿二次検査結果表で、尿定性の蛋白・糖・潜血が（－）であっても判定の欄に要精検

と記載がある生徒がいるが、なぜか。 

A5．尿定性検査で蛋白・糖・潜血が（－）であっても、尿沈渣検査の結果に異常があると 

判定が要精検となります。 

※表の下の 注1 に尿沈渣結果が異常となる基準が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注3 のその他に関しては、種類に関わらず判定には影響しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

尿一次の定性結果 

 

尿二次の定性結果 

赤血球は 5/HPF以上、白血球は 10/HPF以上、円柱は 1/WF以上で「要精検」となります。 

判定に記載が無い場合は、尿二次検査で異常がなかった事を意味します。 

令和 2年 6月 6日発行 

上皮細胞は正常細胞です。 

(+)は異常ではありません。 



Q6．尿一次検査未提出者一覧表の見方について 

A6. 以下の説明文をお読みいただき、ご不明な点がございましたら検査部 一般検査課  

尿検査室までお電話ください(TEL：043-246-8658）。 

 

 

1. 尿一次検査未提出者一覧表は学年および組ごとに印刷され、番号順に表示されます。 

 

2. 尿検体を提出していない受診者の氏名が未提出者名に表示されます(図中①）。 

 

3. 提出された尿検体に不具合があった場合、検査不能者名に再提出の必要な受診者の氏名

が表示されます。不能理由として、以下の点が挙げられます(図中②）。  

尿なし 採尿容器は提出されていたが、中に尿が入っていなかった 

尿量不足 提出された容器中の尿の量が少なく、検査する事が出来なかった 

検体なし 検体提出用小袋のみが提出され、採尿容器が入っていなかった 

  ※転出も検査不能として、尿一次検査未提出者一覧表に表示されます。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

① 

② 

○年△月×日発行 

「転出」 

変更名簿を提出された場合、 

検査不能者に名前が表示されます。 



Q7．尿二次対象者一覧表の見方について 

A7. 以下の説明文をお読みいただき、ご不明な点がございましたら検査部 一般検査課  

尿検査室までお電話ください(TEL：043-246-8658）。 

 

 

1. 尿二次対象者一覧表は学校単位で印刷され、学年・組および番号順に表示されます。 

 

2. 尿一次検査の検体を提出した受診者のうち、蛋白・糖・潜血の結果のいずれかが（＋）

以上となった場合に氏名が表示されます(図中①）。 

 

3. 千葉市教育委員会に属する学校の場合 

インターネット等で提出した名簿の経過観察の欄に“1”を入力した生徒は、蛋白・糖・

潜血が全て(－)でも、自動的に尿二次検査の対象となり、備考の欄に「経過観察中」と

表示されます(図中②）。 

 

 

 

 

4. 尿二次対象者一覧表に記載されている受診者には、尿二次検査用の名前シールが同封 

されます。（シール（大）に 尿二 と印字されています） 

○年△月×日発行 

－ 

尿一次検査の検体を提出した経過観察中の生徒が、尿二次対象者一覧表に記載されて

いない場合は、気づき次第お早めに検査部 一般検査課 尿検査室までご連絡ください

(TEL：043-246-8658）。 

①  
② 



Q8．尿一次検査結果表の見方について 

A8. 以下の説明文をお読みいただき、ご不明な点がございましたら検査部 一般検査課  

尿検査室までお電話ください(TEL：043-246-8658）。 

 

 

1. 尿一次検査結果表は学年および組ごとに印刷され、番号順に表示されます。 

・追加名簿に記載された受診者の結果は、追加した組の 1番最後に表示されます。 

・変更名簿に学年または組の変更を記載された受診者の結果は、変更後の組の 1 番  

最後に表示されます。 

 

2. 備考の欄には、検査不能となった理由（転出も含む）が表示されます(図中①）。 

 

3. 尿一次検査の結果、蛋白・糖・潜血のいずれかが（＋）以上となった場合、判定の欄

に要二次検査と表示されます(図中②）。異常を認めない（蛋白・糖・潜血が全て（－））

場合、判定の欄は空欄となります。 

※千葉市教育委員会に属する学校の場合、インターネット等で提出した名簿の経過 

観察に“1”を入力した生徒は、検査結果に関わらず判定の欄に経過観察中と表示  

されます(図中③）。 

 

 

○年△月×日発行 
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① 

① 

③ 

② 

－ 



Q9．尿二次検査結果表の見方について 

A9. 以下の説明文をお読みいただき、ご不明な点がございましたら検査部 一般検査課  

尿検査室までお電話ください(TEL：043-246-8658）。 

 

 

1. 尿二次検査結果表は学校単位で印刷され、学年・組および番号順に表示されます。 

 

2. 尿二次検査の検体を提出した場合、尿一次検査の定性結果(図中①）の下に尿二次検査

の定性結果、右側に尿沈渣結果が表示されます(図中②）。定性結果は(－)・(±)・(＋)・ 

(2＋)・ (3＋)の 5段階で表示されます。 

未提出の場合は、尿一次検査の結果のみ表示されます(図中③）。次回の回収日には、  

尿二次対象者一覧表に記載されている受診者と尿二次検査の未提出者の検体を提出 

してください。 

 

3. 尿二次検査結果に異常を認めない場合、判定の欄は空欄となります(図中④）。 

 

4. 尿二次検査結果が要精密検査（要精検）となる判定基準は、表の下の注１に示す「試験

紙法で（＋）以上、または尿沈渣で赤血球数が 5/HPF 以上・白血球数が 10/HPF 以上・

円柱が 1/WF以上」のいずれかを満たした場合です(図中⑤）。 

 

② 

⑥ 

⑤ 

③ 

○年△月×日発行 

①  

④ 



※令和 2年度より、千葉市教育委員会に属する学校以外は、試験紙法で糖の（±）も 

要精検となります。 

 

5. 尿二次検査の結果、精密検査が必要となった受診者は判定の欄に要精検と表示されます

(図中⑥）。該当者には尿検査精密（三次）検診連絡票や尿検査第三次（精密）検診    

診断票等が同封されます。該当者の氏名が文字化けしている場合、財団からご連絡する

可能性があります。 

※千葉市教育委員会に属する学校の生徒で、かつ経過観察の場合、検査結果に関わらず

判定の欄に経過観察中と表示されます。腎疾患経過観察手帳は同封されません。 

※県立の学校の生徒で判定が「要精検」となったものの、精密検査を受けない場合、  

財団への連絡は必要ありません。また、尿検査第三次（精密）検診診断票は破棄して

いただいて構いません。 

 

Q10．全員の尿検査結果はいつ頃わかるか。 

A10．最終の検体回収日の検査終了後、最終報告として尿検体を提出した全員の尿一次検査

結果表と尿二次検査結果表を送付致します。 

 

Q11．尿三次精密検査の腎疾患経過観察手帳・尿検査第三次（精密）検診診断票・尿検査   

精密（三次）検診連絡票・学校生活管理指導表の再発行について問合せしたい。 

A11. 健診事業部 学校渉外課までお電話ください(TEL：043-246-0265）。 


